
工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について 

 

令和６年６月１４日に公布された建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進

に関する法律の一部を改正する法律（令和６年法律第４９号）により、建設業法（昭和２４

年法律第１００号）が改正され、建設業者は、請け負う建設工事について主要な資材の供給

の著しい減少、資材の価格の高騰その他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発

生する恐れがあると認められるときは、請負契約を締結するまでに、注文者に対して、その

旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知しなければならないこととされ

ています（建設業法第２０条の２第２項）。 

これを踏まえ、音更町では当該通知について次のとおり取り扱います。 

 

１ 対象工事 

  全ての建設工事 

 

２ 通知の対象となる事象 

主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰 

特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰 

（建設業法施行規則第 13 条の 14 第２項第１号及び２号） 

 

３ 通知の方法 

落札者は、上記事象が発生するおそれがあると認めるときは「工期又は請負代金の額

に影響を及ぼす事象に関する情報の通知書（別記様式１）」に当該事象の状況の把握の

ため必要な情報を添えて、当該工事の契約担当課に通知してください。 

なお、通知の方法は持参、郵送又はメール等によるものとします。 

※上記事象が発生するおそれが認められない場合、通知は不要です。 

 

４ 通知の様式 

工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知書（別記様式１） 

 

５ 通知の時期 

 落札決定通知を受けた日から契約締結日まで 

 

６ その他 

本通知の提出がない場合においても、工期等に影響を及ぼす事象が顕在化した際に

は、契約約款及び各運用基準に基づき協議を行います。 

 



 

 

（ 別 記 様 式 １ ）  

 

   年    月    日  

 

 様  

 

所  在  地                   

名     称                    

代 表 者 名                          

 

工 期 又 は 請 負 代 金 の 額 に 影 響 を 及 ぼ す 事 象 に 関 す る 情 報 の 通 知 書  

下 記 の と お り 、建 設 業 法 第 20 条 の ２ 第 ２ 項 に 基 づ き 、発 生 す る お そ れ が あ る

と 認 め る 工 期 又 は 請 負 代 金 の 額 に 影 響 を 及 ぼ す 事 象 に 関 す る 情 報 を 通 知 し ま す 。 

 

記  

 

工 事 名 ：  

 

□  主 要 な 資 機 材 の 供 給 の 不 足 若 し く は 遅 延 又 は 資 機 材 の 価 格 の 高 騰  

（ 建 設 業 法 施 行 規 則 第 13 条 の 14 第 ２ 項 第 １ 号 ）  

発 生 す る お そ れ の あ る 事 象 ※ ：                                                 

（ 例 ） 国 際 的 な 石 炭 価 格 上 昇 に 伴 う コ ン ク リ ー ト 価 格 の 高 騰  

上 記 事 象 の 状 況 の 把 握 の た め 必 要 な 情 報 の 入 手 先 ：                                

（ 例 ） 報 道 等 の  U R L  を 記 載 又 は フ ァ イ ル を 別 添 す る こ と 。  

 

※ 天 災 そ の 他 自 然 的 又 は 人 為 的 な 事 象 に よ り 生 じ る 発 注 者 と 受 注 者 の 双 方 の 責 め に 帰

す る こ と が で き な い も の を 記 載 し て く だ さ い 。  

 

 

□  特 定 の 建 設 工 事 の 種 類 に お け る 労 務 の 供 給 の 不 足 又 は 価 格 の 高 騰  

（ 建 設 業 法 施 行 規 則 第 13 条 の 14 第 ２ 項 第 ２ 号 ）  

発 生 す る お そ れ の あ る 事 象 ※ ：                                                   

（ 例 ） ○ ○ 地 震 の 復 旧 工 事 の 本 格 化 に よ る 交 通 誘 導 員 の 不 足  

上 記 事 象 の 状 況 の 把 握 の た め 必 要 な 情 報 の 入 手 先 ：                              

（ 例 ） 報 道 等 の  U R L  を 記 載 又 は フ ァ イ ル を 別 添 す る こ と 。  

 

※ 天 災 そ の 他 自 然 的 又 は 人 為 的 な 事 象 に よ り 生 じ る 発 注 者 と 受 注 者 の 双 方 の 責 め に 帰

す る こ と が で き な い も の を 記 載 し て く だ さ い 。  

 

以 上  

そ の 他 連 絡 事 項 （ 空 欄 可 ）  

（ 自 由 記 述 ： 上 記 の ほ か 工 期 等 に 影 響 を 与 え る こ と が 想 定 さ れ る 情 報 等 ）  

 

 

 



 

 

（ 注 ） １ ． 本 通 知 書 は 、 建 設 業 法 施 行 規 則 第 13 条 の 14 第 ２ 項 第 １ 号 及 び ２ 号

に 規 定 す る 事 象 が 発 生 す る お そ れ が あ る と 認 め る と き に 提 出 す る も の

で あ り 、 当 該 事 象 の 発 生 す る お そ れ が 認 め ら れ な い 場 合 は 、 提 出 を 求

め る も の で は な い 。  

 

２ ．本 通 知 書 を 提 出 す る 場 合 は 、落 札 決 定（ 随 意 契 約 の 場 合 に あ っ て は 、

契 約 の 相 手 方 の 決 定 ） か ら 契 約 締 結 ま で に 提 出 す る も の と す る 。  

 

３ ．「 上 記 事 象 の 状 況 の 把 握 の た め 必 要 な 情 報 の 入 手 先 」 欄 に お い て は 、 

受 注 予 定 者 の 通 常 の 事 業 活 動 に お い て 把 握 で き 、 メ デ ィ ア 記 事 、 資 材  

業 者 の 記 者 発 表 あ る い は 公 的 主 体 や 業 界 団 体 な ど に よ り 作 成 ・ 更 新 さ  

れ た 一 定 の 客 観 性 を 有 す る 統 計 資 料 等 に 裏 付 け ら れ た 情 報 を 用 い る こ  

と 。（ 一 の 資 材 業 者 の 口 頭 の み に よ る 情 報 な ど 、真 偽 を 確 認 す る こ と が  

困 難 で あ る 情 報 は 除 か れ る こ と に 留 意 す る こ と 。）  

 

４ ． 本 通 知 書 に よ り 通 知 し た 事 象 が 契 約 締 結 後 に 顕 在 化 し た 場 合 は 、 建

設 業 法 第 ２ ０ 条 の ２ 第 ３ 項 に よ り 、 請 負 契 約 の 変 更 に つ い て の 協 議 を

受 注 者 か ら 発 注 者 に 対 し て 申 し 出 る こ と が で き る が 、 当 該 協 議 に つ い

て は 、 本 件 工 事 の 請 負 契 約 の 規 定 等 （ ス ラ イ ド 条 項 の 運 用 基 準 等 を 含

む 。） に 基 づ き 対 応 を 行 う も の で あ る こ と に 留 意 す る こ と 。  

 

５ ． 本 通 知 書 を 提 出 し て い な い 場 合 で あ っ て も 本 件 工 事 の 請 負 契 約 の 規

定 に 基 づ き 、 請 負 契 約 の 変 更 に つ い て 発 注 者 に 対 し て 受 注 者 か ら 協 議

を 申 し 出 る こ と が で き る 。  


